
2021年５月24日 

東京都千代田区有楽町一丁目2番2号 

株式会社ぐるなび 

代表取締役社長 杉原章郎 

吸収分割に関する事前開示書類 
（会社法第794条第１項及び会社法施行規則第192条に基づく開示事項） 

 株式会社ぐるなび（以下「当社」といいます。）は、2021年４月23日、楽天グループ株式会社との

間で、吸収分割契約（以下「本分割契約」といいます。）を締結し、当社を吸収分割承継会社、楽天

グループ株式会社を吸収分割会社とする吸収分割（以下「本分割」といいます。）を行うことといた

しました。本分割に関する事前開示事項（会社法第794条第１項及び会社法施行規則第192条に定める

事項）は、以下のとおりです。 

1. 吸収分割契約の内容

本分割契約の内容は、別紙1のとおりです。

2. 分割対価の相当性に関する事項

（1） 対価の額の相当性に関する事項

当社は、本分割に際して、楽天グループ株式会社に対し金13,000,000円を支払います。対価の

算定にあたっては、公正性を確保するために、当社は株式会社クリフィックスFASに対して算定

を依頼いたしました。その算定結果を踏まえて、当社及び楽天グループ株式会社の財務状況等を

勘案し、両者にて協議交渉をした上で、上記の金額を分割対価とする旨の合意に至ったものであ

り、当社はその内容を相当と判断しております。 

（2） 吸収分割承継会社の資本金及び準備金の額の相当性

分割対価は当社の株式以外の財産であるため、当該事項はありません。 

（3） 分割対価として吸収分割承継会社の金銭を選択した理由

本分割は、楽天グループ株式会社が行う「楽天デリバリー」事業及び「楽天リアルタイムテイ

クアウト」事業（以下「本事業」という。）を当社が買い受ける手段として行うものであること

から、当社及び楽天グループ株式会社が協議の上、本分割の分割対価を金銭とすることといたし

ました。 



（4） 吸収分割会社の少数株主の利益を害さないように留意した事項 

  前記（1）のとおり、当社は、対価の算定に当たり、その公正性・妥当性を確保するため、独

立した財務アドバイザーに対して対価の算定に関する財務分析を依頼し、その結果を踏まえて両

社で協議・交渉の上、吸収分割契約の内容及びその締結について決定しました。 

 

3. 会社法第758条第8号に掲げる事項に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

4. 新株予約権の定めの相当性に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

5. 吸収分割会社についての事項 

（1） 吸収分割会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容 

  楽天グループ株式会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容は別紙2のとおりです。 

 

（2） 吸収分割会社において最終事業年度の末日後に生じた会社財産の状況に重要な影響を与える

事象の内容 

財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象は生じてお

りません 

 

6. 吸収分割承継会社についての事項（吸収分割承継会社の最終事業年度の末日後に生じた会社財産

の状況に重要な影響を与える事象の内容） 

  該当事項はありません。 

 

7. 債務の履行の見込みに関する事項 

   2021年３月31日現在の当社の貸借対照表における資産の額、負債の額及び純資産の額は、次の

とおりです。 

    資産の部 ：13,262百万円 

    負債の部 ：4,225円 

   本分割により当社が楽天グループ株式会社から承継する資産及び負債の帳簿価額は、2021年３

月31日現在において、資産については13百万円、負債はありません。 

   本分割の効力発生日までに当社の資産及び負債の額並びに当社が楽天グループ株式会社から承

継する資産及び負債の額に重大な変動が生じる事態は現在のところ予測されておりません。 

当社は、個々の債務の弁済期におけるキャッシュ・フローの状況に鑑みると、各債務の弁済期

における履行は問題なく、本件分割の効力発生日以降も承継会社の債務の履行の見込みがあると

判断いたします。 



8. 事前開示開始日以降に上記事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項 

変更がありましたら、直ちに開示いたします。 

以上 



別紙1 吸収分割契約書 

 

吸収分割契約書 

 

楽天グループ株式会社（以下、「楽天」という。）と株式会社ぐるなび（以下、「ぐるなび」と

いう。）は、第 1 条に定める事業に関して楽天が有する権利義務をぐるなびに承継させる吸収分

割（以下、「本分割」という。）について、以下のとおり合意し、吸収分割契約（以下、「本契

約」という。）を締結する。 

 

第1条 （吸収分割） 

楽天は、本契約の定めに従い、第 5 条に定める効力発生日（以下、「本効力発生日」という。）

をもって、吸収分割の方法により、楽天が運営する次の各号に定める事業（以下、総称して「本

対象事業」という。）に関して有する第 3 条第 1 項所定の権利義務を、すべてぐるなびに承継さ

せ、ぐるなびはこれを承継する。 

(1) 飲食物出前・宅配サービス事業「楽天デリバリー」 

(2) 飲食店テイクアウト予約・注文サービス事業「楽天リアルタイムテイクアウト」（※た

だし、「楽天リアルタイムテイクアウト」事業については、サービス機能を「楽天デリ

バリー」のシステムプラットフォームに統合のうえ、本効力発生日までに廃止する。） 

 

第2条 （当事会社の商号および住所） 

本分割を行う両当事者の商号および住所は、以下のとおりである。 

(1) 楽天（吸収分割会社） 

商号：楽天グループ株式会社 

住所：東京都世田谷区玉川一丁目 14 番 1 号 楽天クリムゾンハウス 

(2) ぐるなび（吸収分割承継会社） 

商号：株式会社ぐるなび 

住所：東京都千代田区有楽町一丁目 2 番 2 号 東宝日比谷ビル 

 

第3条 （承継する権利義務） 

楽天は、2020 年 12 月 31 日現在の貸借対照表その他同日現在の計算を基礎とし、これに本効力

発生日の前日までの増減を加除した、本対象事業に関する資産、債務、雇用契約その他の権利義

務（詳細は、別紙１「承継権利義務明細表」に定める。）を、本効力発生日においてぐるなびに

移転し、ぐるなびはこれを承継する。 

 

第4条 （分割対価） 



ぐるなびは、楽天に対し、ぐるなびが前条に基づき承継する権利義務の対価として金

13,000,000 円を支払う。 

 

第5条 （効力発生日） 

本分割の効力発生日は、2021 年 7 月 1 日とする。ただし、本分割の手続上の必要性その他の事

由により、必要に応じて両当事者間で協議のうえ、書面による合意によって、本効力発生日を変

更することができるものとする。 

 

第6条 （分割承認決議等） 

楽天およびぐるなびは、各自、本効力発生日の前日までの間に、取締役会による本契約締結の承

認決議、債権者保護手続きその他関連法令上本分割に必要となる手続きを適切に行う。なお、両

当事者は、本分割が、楽天については会社法第 784 条第 2 項に定める要件に該当し、ぐるなび

については同法第 796 条第 2 項本文に定める要件に該当することから、原則として両当事者い

ずれにおいても株主総会決議による承認は必要ないことを相互に確認する。 

 

第7条 （競業避止義務を負わないことの確認） 

楽天およびぐるなびは、楽天が、本分割にかかわらず、本対象事業およびこれに類似する事業に

ついて、一切の競業避止義務を負わないことを確認する。 

 

第8条 （会社財産の管理等） 

楽天は、本契約締結後、本効力発生日まで、善良なる管理者としての注意をもって、本対象事業

にかかる財産の管理および業務の執行を行うものとし、楽天が本対象事業の財産および権利義務

に関する重大な決定を行う場合には、あらかじめぐるなびと協議を行う。 

 

第9条 （分割条件の変更および分割契約の解除） 

本契約締結後、本効力発生日までの期間において、天災地変、楽天またはぐるなびの著しい財政

状態や経営成績の悪化等によって本分割の実行が困難となった場合には、両当事者協議し合意の

うえ、本分割の条件を変更し、または本契約を解除することができる。 

 

第10条 （専属的合意管轄） 

本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

第11条 （本契約に規定外の事項） 

本契約に定めるもののほか、必要な事項は、本契約の趣旨に従って、両当事者が誠実に協議し、

決定する。  

 



本契約の成立を証するため、契約書 2 通を作成し、両当事者記名押印のうえ、各 1 通を保有す

る。 

 

（本ページ以下余白） 

  



2021 年 4 月 23 日 

 

 

楽天： 東京都世田谷区玉川一丁目 14 番 1 号 

楽天クリムゾンハウス 

楽天グループ株式会社 

代表取締役会⾧兼社⾧ 三木谷 浩史 

 

ぐるなび： 東京都千代田区有楽町一丁目 2 番 2 号 

東宝日比谷ビル 

株式会社ぐるなび 

代表取締役社⾧ 杉原 章郎 

 

  



（別紙 1） 

承継権利義務明細表 

 

1. 資産 

本分割により、ぐるなびが楽天から承継する資産は、本効力発生日において本対象事業に属する

以下の資産のうち、法令上承継可能なものとする。 

(1) 契約獲得資産 

(2) 加盟店舗に貸与している携帯電話端末（別紙 2「スマートフォン端末一覧」に記載のも

の） 

 

2. 債務 

本分割によりぐるなびが楽天から承継する債務はないものとする（契約にかかる契約上の地位お

よびこれに付随する権利義務の承継については、本承継権利義務明細表第 4 項および第 5 項にお

いて別途定めるとおりとする）。 

 

3. 知的財産 

本分割による特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権およびノウハウ（以下、総称して

「知的財産権」という）の取り扱いは、以下のとおりとする。 

(1) 楽天が有する知的財産権 

本効力発生日において本対象事業に属する知的財産権のうち、法令上承継可能なもの

は、ぐるなびが承継する。ただし、次の各号に掲げるものを除く。 

① 本対象事業のサービス提供に用いるシステムにかかる権利 

(2) 利用許諾 

前号において承継対象外とした権利のうち、本対象事業に必要な権利は、楽天がぐるなび

に対してその利用を許諾する。許諾の条件は、別途両当事者合意のうえ締結するライセン

ス契約において定める。 

 

4. 契約（雇用契約を除く） 

本分割により、本効力発生日において本対象事業に属する一切の契約（ただし、雇用契約ならび

に第 1 項および第 2 項によりぐるなびに承継されない資産または負債に関する契約を除く）にか

かる契約上の地位およびこれに付随する権利義務（ただし、本効力発生日時点で発生済みの債権

債務を除く。）をぐるなびは楽天から承継する。ただし、次の各号に掲げるものを除く。 

(1) Rakuten Europe Bank S.A.との Payment Gateway 利用に関する契約 

(2) システム開発に関する下記取引先との労働者派遣基本契約 

(ア) テクノプロエンジニアリング株式会社 

(イ) パーソルテクノロジースタッフ株式会社 



(3) 楽天 Edy 株式会社との楽天キャッシュ利用に関する包括代理店契約 

(4) CS 業務に関する下記取引先との業務委託契約 

(ア) 株式会社ベルシステム 24  

(イ) 富士通コミュニケーションサービス株式会社 

(5) CS 業務に関する下記取引先との派遣社員契約 

(ア) りらいあコミュニケーションズ株式会社 

(イ) ランスタッド株式会社 

(6) 楽天トラベルサービス株式会社からの営業人員の出向に関する出向社員の取扱いに関する

協定書及びこれに基づく出向に関する覚書 

 

5. 雇用契約 

本分割により、本効力発生日において本対象事業に主として従事する楽天の従業員との間の雇用

契約にかかる契約上の地位およびこれに付随する権利義務は、承継の対象としない。ただし、本

対象事業の運営に必要な従業員は、本効力発生日以後、楽天からぐるなびに出向する。出向の対

象となる従業員および出向負担金その他の条件は、別途両当事者合意のうえ締結する出向契約に

おいて定める。 

 

6. 許認可等 

本分割によりぐるなびが楽天から承継する許認可等は、本効力発生日において本対象事業に属す

る免許、許可、認可、承認、登録、届出、補助金等のうち法令上承継可能なものとする。 

以上 

 

  



（別紙 2） 

 

スマートフォン端末一覧 

 

機種 数量 

Apple iPhone8 305 

Oppo A5 260 

Oppo AX7 446 

HUAWEI P30 Lite 77 

SHARP AQUOS sense2 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙2 楽天グループ株式会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容 

 

（次頁以降のとおり） 

  



 

 

  



 
 

  



 

 

  



 
 

  



 

 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

 

  



 
 

  



 

 

  



 

  



 
 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 
 

  



 
 

  



 

 

  



 
 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 
 

  



 

 

  



 

  



 
 

  



 

  



 

 

  



 

 

  



 

  



 
 

  



 

 

  



 
 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 
 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 
 

  



 

 

  



 

 

  



 
 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 
 

  



 

 


